
  

  

 

総務消防常任委員会会議録 

 

１ 日 時       平成３０年１２月７日（金） 

         午前９時５５分～午前１１時１６分 

 

２ 場 所       第１委員会室 

 

３ 出 席 委 員       委 員 長 相 澤 祐 司 副委員長 大 沼 宗 彦 

         委  員 菅 原 和 子 委  員 吉 田  良 

         委  員 荒 川 洋 平  

 

４ 欠 席 委 員       委  員 小 野 泰 弘 

 

５ 説明のため  なし   

  出席をした   

  者の職氏名            

 

６ 事務局職員  主幹兼議事調査係長 川上真理子 

主       査 丹野 宏俊 

 

７ 付 議 事 件       

 （１）所管事務及び議案関連事業箇所等の現地調査について 

 （２）議会案第３号 消費税率１０パーセントへの引き上げの中止を 

求める意見書 
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     午前９時５５分 開会 

○委員長（相澤祐司） 出席委員は定足数に達しておりますので、委員会条例

第14条の規定により委員会は成立いたしました。 

 ただいまから総務消防常任委員会を開催いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議は、お手元に配付の委員会次第書のとおりであります。 

 この際、諸般の報告をいたします。 

小野泰弘委員から会議規則第81条の規定により、欠席する旨の届け出があ

りましたので、報告いたします。 

 次に、本日の会議に係る一切の資料をお手元に配付しておきましたので、御

了承願います。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

 それでは、付議事件の（１）所管事務及び議案関連事業箇所等の現地調査に

ついてを議題といたします。 

 これより、現地調査日程に基づき現地調査を行います。 

 現地調査終了まで、休憩いたします。 

     午前 ９時５７分 休憩 

                                    

     午前１１時 ５分 再開 

○委員長（相澤祐司） 再開いたします。 

 次に、付議事件の（２）議会案第３号 消費税率10パーセントへの引き上げ

の中止を求める意見書を議題といたします。 

 これより、委員各位より御意見をお伺いします。 

 休憩をして進めてまいります。 

 暫時休憩いたします。 

     午前１１時 ５分 休憩 

                                    

※休憩中の概要 

各委員から本議会案に対する意見の聴取を行った。 

・社会保障政策の財源として必要であり、所得税や法人税のように税収が経済
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動向に左右されにくい安定したものとして重要である。 

・引き上げを中止したとして、それに代わる財源の具体的な見通しがない。 

・既に幼児教育の無償化など引き上げに伴う政策が示されており、改正が来年

の10月に迫っている中、この時期に中止を求めることは現実的ではない。 

・消費税が導入された当初から、15パーセントまで引き上げることを見越して

議論がなされていた。今回の引き上げは通過点なのではないか。 

・消費増税のために経済対策を計画しているとのことだが、その結果増税の効

果がなくなってしまう。 

・来年７月に参議院選挙が予定されており、その結果次第では引き上げの判断

に影響が出ることも考えられる。議会として住民の側に立った態度表明をすべ

き。 

                                    

     午前１１時１４分 再開 

○委員長（相澤祐司） 再開いたします。 

お諮りいたします。ただいま議題となっております、議会案第３号につきま

しては、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（相澤祐司） 御異議なしと認めます。よって、議会案第３号につき

ましては、討論を省略し、直ちに採決することに決しました。 

これより、議会案第３号 消費税率１０パーセントへの引き上げの中止を求

める意見書を採決いたします。 

本案を原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。 

     〔賛成者起立〕 

○委員長（相澤祐司） ただいまの採決の結果、起立少数であります。よっ

て、議会案第３号は否決すべきものと決しました。 

この際、お諮りいたします。議会案第３号に対する委員会審査報告書の作成

につきましては、委員長に御一任願いたいと思います。これに御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（相澤祐司） 御異議なしと認めます。よって、委員会審査報告書の

作成につきましては、委員長に一任することに決定いたしました。 

 以上で、本日の付議事件は全て終了いたしました。 

 なお、次回委員会の招集通知は改めて行いません。12月13日木曜日、午後１

時、議員協議会室において開催いたしますので、御参集方よろしくお願いいた

します。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 大変御苦労さまでした。 

     午前１１時１６分 散会 

 

 平成３０年１２月７日 

総務消防常任委員会 

委員長 相 澤 祐 司 

 


